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令和２年９月 農業委員会総会 

 

令和２年９月２５日(金)    ９時００分 

令和２年９月２５日(金)   １２時１０分 

 

川棚町中央公民館 １階 講習室 

 

１番   ２番   ３番  

４番  ５番  ６番  

７番  ８番    ９番  

10 番  11 番  12 番   

13 番  

  

（欠席  なし ） 

（遅刻  10 番   ） 

（早退  19 番   ） 

 

14 番   15 番   16 番  

17 番   18 番   19 番   

 

８番     13 番  

  

第１６号 農地法第３条に規定する許可申請について 

第１７号 農地法第５条に規定する許可申請について 

  

・行事報告について 

 

・農業委員研修会開催：１０時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

事務局長 

 

（総会成立要件） 

（過半数以上の出席） 
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会長 

 

令和２年９月 農業委員会総会 

 

ただいまから、令和２年９月の農業委員会を開催します。 
 

「本日は、全員出席ですが、○○委員が遅れて出席の事です。 
ただいま、委員１３名中１２名の出席ですので、総会は成立し

ている事をご報告します。 
また本日は農地利用最適化推進員の皆様にも参加していただ

いています。」 
 

「それでは、開会に当たりまして、会長からご挨拶をお願いしま

す。」 
 

（挨拶） 
 

「それでは報告事項の報告及び次回総会等の開催日の提案を事

務局からお願いします。」 
 

「それでは報告事項１番、９月の行事及び１０月の予定について

ご報告いたします。（各報告） 

現地調査を１０月２０日、調査員に ○○委員、○○委員、○○

委員にお願いします。総会を１０月２６日でご提案いたします。」 

 

「ただいま、事務局から次回の現地調査及び総会開催予定日の提

案がありましたがいかがでしょうか。」 
 
「２０日の現地調査の出席は難しいようですので、私は来月以

降にお願いします。」 
 
「それでは、○○委員の代わりを○○委員に、次回の現地調査

の日程を１０月２０日、総会開催日を１０月２６日にしたいと思

います。」 
 
「次回の調査委員は○○委員、○○委員、○○委員としますの

でよろしくお願いします。」 
 
「これより本日の会議を開きます。なお、議事に入ります前に
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議事録署名人を指名いたします。議事録署名人を○○委員、○○

委員にお願いいたします。」 
 

「それでは、議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請

について審議を行いますが、３条案件２件あります。まず３条１

番について事務局、説明をお願いします。」 

 

２ページをお開き下さい。（議案朗読及び説明） 

「農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第１６号、農地法

３条１番の許可申請については、調査委員 地元委員からの説明

を受け、質疑を受けた後に採決に入りたいと思います。」 

 

「まず、調査委員より説明をお願いします。」 

 

「１１番、○○です。９月２３日に事務局２名と○○委員、○○

委員、地元推進委員の○○推進委員と調査をいたしました。 

 場所のついては、○○○○○○○○から○○の農道へ入り○○ 

の田んぼになります。この水田は、今、説明があったように○○

さんから○○さんが借り受けて水稲を耕作していた場所で、２年

程耕作されていましたが、○○さんが亡くなられたので、息子さ

んが耕作できないので、今回所有権移転のお話があったようで

す。 

 ○○さんは、このほかにもオリーブや野菜などの耕作をされて

いますし、後継者もおられますので特に問題は無いようです。」 

 

「引き続き地元推進委員の説明お願いします。」 

 

「１８番、○○です。ここは、○○さんが亡くなる前から○○さ

んが譲り受けたいと言っていた場所ですが、○○さんの体調が優

れず、手続きが困難であったため出来なかったようでした。 

今回、相続の手続きも終わり、農業も出来ないので○○さんとの

所有権移転の話が出てきたそうです。前々からの○○家との話し

合いがあったようで、問題はないと思います。」 

「現在、○○歳となっておるようですが、元気で農業をやってお

られるので特に問題はありません。」 
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「それでは、ただいまから審議を行います。金額についてもよろ

しいでしょうか。」 

 

「この辺りは、これまで、反の７０万から８０万円で売買があっ

ておりましたので、妥当な金額かと思われます。当初は、○○さ

んが１００万円ぐらいでとのお話があったようですが、これまで

にもここを耕作して管理して頂いていたので、８０万円ぐらいで

良いのではとなったようです。」 

 

「これより議案第１６号 ３条 1番について質疑を行います。質

疑等ございませんか。」 

 

 質疑なし 

 

「質疑など無いようですので、採決に移ります。 

議案第１６号、農地法第３条 1番について許可することにご異

議ございませんか。」 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって議案第１６号 農地法第３条 1

番の許可申請については許可することに決定します。」 

「それでは、引き続き「これより議案第１６号 ３条２番につ

いて事務局より説明をお願いします。」 

 

２ページをお開き下さい。（議案朗読及び説明） 

「農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第１６号、農地法

３条２番の許可申請については、調査委員・地元委員からの説明

を受け、質疑を受けた後に採決に入りたいと思います。」 

 

「１０番、○○です。９月２３日に先程、○○委員が言われたメ

ンバーで調査を行いました。 

先程、事務局が説明されたように、場所は１６ページの地図でも

ありますように○○郷○○○○983-○で○○の牛舎の下の所で

した。現在基幹農道の建設工事がされている道路の真横でした。 
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 ○○さんの農地、○○○㎡は基幹農道の道路建設に伴う残地で

ありまして、農地としての利用価値はほとんどなく、この残地の

隣接する、農地の所有者である○○さんとの合意の元、○○さん

の残地を購入して、入○○さんが一緒に合筆して農地の管理をさ

れるようです。 

 ○○さんがここを管理されるのは特に問題はないと思いまし

た。」 

 

「地元委員、地元推進委員補足説明をお願いします。」 

 

「９番、○○です。９月２３日に調査に行ってきました。 

 基幹広域農道から○○さんの農地はすぐ隣接した所にありま

して、三角の形状になっており、○○さんの農地と一緒にすると 

作業もしやすい畑になるのではないかと思いました。 

特に問題はありません。」 

 

「地元推進委員の○○推進委員お願いします。」 

 

「１７番、推進委員の○○です。只今、○○委員、○○委員から

説明があったとおりで間違いございません。 

 付け加えて言えば、私もこの隣接地で農業をさせてもらってい

ます。両本人もよく知っております。ここは基幹農道の計画の時

から話があっていた場所で、残地の中で利用価値もないといった

事で、○○さんはこの近隣にいくつか農地を持っておられ、年間

通して管理に来られていますので荒れる事まず、ないと思います

のでこの農地も一緒に管理されると思いますのでいいのではな

いかと思います。以上です。」 

 

「それでは、３条２番の審議に入ります。」 

 

「これより議案第１６号 ３条２番について質疑を行います。質

疑等ございませんか。」 

 

質疑なし 

 

「質疑など無いようですので、採決に移ります。 

議案第１６号、農地法第３条２番について許可することにご異

議ございませんか。」 



全委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって議案第１６号 農地法第３条２番

の許可申請については許可することに決定します。」 

 

「それでは、つづいて議案第１７号 ５条申請の許可について事

務局より説明をお願いいたします。」 

 

１７ページをお開き下さい。（議案朗読及び説明） 

 

「当該農地は、農業振興地域内ですが、農用地ではなく農業公共

投資の対象となっていない主集団の生産性の低い農地であり、第

１種農地、第３種の内にも該当しない第２種農地と判断されま

す。」 

「この案件は農地の転用面積が３０００㎡を超えているため、県

農業会議への諮問案件になります。意見書は諮問の回答と併せて

県に進達します。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第１７号、農地法

５条の許可申請については、調査委員からの説明を受け、質疑を

受けた後に採決に入りたいと思います。」 

 

「６番、○○です。２３日に○○委員、○○委員、私と事務局２

名と、現地に○○委員と○○推進委員と設置業者の担当者で現地

を確認いたしました。 

 ここは、事務局から説明がありましたとおり○○の一番上の場

所で、その上には民家も無い場所でした。現状は田では無く、荒

地でして、前は中山間地事業で管理をしていましたが、農振農用

地からも外れて、現在は耕作されていませんでした。 

 そのほかは、先程の説明のとおりですので問題はないかと思い

ます。」 

 

「地元委員補足説明をお願いします。」 

 

「７番、○○です。調査委員から言われたとおり、○○の左手の

道を上って行き、一番頂上の場所で、周りは３件の民家がありま

す。それから少し上った所です。農地の持ち主が亡くなってから 

耕作もされておらず、今まで地区の方々で草刈りの管理を４～５
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年されていました。奥さんは病院に入院されており、娘さん方も

管理に携わることができない状況でした。委員方の判断をお願い

したいと思います。」 

 

「地元推進委員の説明をお願いします。」 

 

「１５番、○○です。只今、○○委員が言われたとおりで、後継

者もいないという事で今回申請があったようです。数年前は中山

間地に入っていたので、地区で管理をしていましたが、草刈り程

度で耕作が出来る状態ではなくなっていました。このままでは原

野化していくのではないかと心配をしていましたが、申請があ

り、特に問題はないと思います。」 

 

「補足をいたします。この土地については、○○○○○○○○○

○○○○が買って、管理者になり、欲しい方にまた売ると言う事

のようです。草刈り管理は○○○○○○○○○○○○○が行い、

パネルを設置した後の草刈りは、年間に５回ほど行うと言う事で

した。 

 

「２３ページの図面を見ていますが、左側が里道、右側が水路で

すか。」 

「田越しでもともと対応されていたのですか。」 

「里道側に素掘りの側溝を設けて、そこに雨水を全部集めるよう

になっているようですが、河川の方に一つずつ落とす事は可能で

しょうか。」 

 

「現地で確認したら、雨はほとんどそのまま浸透していくような

ところなので流れるという事は無いと思われます。ただ、側溝に

集まってきたらそのまま河川の方向へ流れるのではと思いま

す。」 

 

「近頃は最大雨量が１４１ミリなど、とんでもない雨が降るわけ

でこれだけで足りるのでしょうか。」 

 

「隣りを流れる河川は、６メートル幅ほどありますので心配ない

かと思います。基本的には、水はそのまま流れてこないと思いま

す。」 
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「集中して雨水も流れてこない状況にあるのではと、現地を見て

思いました。」 

 

「ただ、草刈りを年に５回程と言われましたが、草が生えるよう

ですが。」 

 

「はい、そこに関しては、利用者、申請者が言っているので。も

し、後で農地に影響があった場合は、こちらから言っていかなけ

ればと思います。」 

 

「この案件は、県に出向き諮問をするので、皆さんの厳しい質問

をお聞きしたいと思います。」 

「他にありませんか。」 

 

「質疑など無いようですので、採決に移ります。 

議案第１７号、農地法第５条について許可することにご異議ご

ざいませんか。」 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって議案第１７号 農地法第５条の許

可申請については許可することに決定します。」 

 

 

協議事項 

 

「その他について、事務局からお願いします。」 

 

・農業委員研修について 

 

「以上をもちまして令和２年９月の農業委員会総会を終了いた

します。」 

 

「このあと 地区別職員研修を行います。一時休憩します。」  

 

・休憩 
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